
公募型プロポーザルに係る手続開始の公告 

 

次のとおり公募型プロポーザルを実施しますので公告します。 

 

令和４年５月２４日 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 

消防防災航空基地機能強化事業 PFI 等導入可能性調査業務 

（２）業務内容 

別に定める「消防防災航空基地機能強化事業 PFI 等導入可能性調査業務委託仕様

書」（以下「仕様書」という。）による。 

（３）委託期間 

契約日から令和４年１２月２８日（水）まで 

（４）委託料上限額 

１１，５９０，０００円（消費税及び地方消費税額相当額を含む） 

※ この金額は、本業務の調達における提案価格の上限額であり、契約時の予定

価格を示すものではない。 

２ 企画提案の参加資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

（２） 物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（令和３年３月８日山梨県

告示第６７号）に規定する物品購入等入札参加有資格者名簿に登載されている者又

は契約までに名簿に登載見込みの者であること。 

（３） この公告の日から企画提案審査の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等

契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている

者でないこと。 

（４） 県の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者で

あると認められる者でないこと。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立て、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てが

なされている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。）でな

いこと。 



（６） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員でないこと。 

（７） PFI 等制度を熟知する等、本委託事業を適切に履行できる者であること。 

３ 公募型プロポーザル実施要項等の交付及び質問 

（１）県ホームページからダウンロードすること。 

山梨県防災局消防保安課 

URL https://www.pref.yamanashi.jp/shobo/04_1.html 

（２）企画提案に係る質問は、公募型プロポーザル実施要項を参照の上、電子メールに

より行うこと。 

メール shobo@pref.yamanashi.lg.jp 

４ 企画提案への参加申込期限 

令和４年６月３日（金）午後５時 

提出は山梨県の休日を定める条例（平成元年山梨県条例第６号）に定める県の休日

（以下「県の休日」という。）を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時までとする。 

５ 企画提案書の提出期限 

令和４年６月１３日（月）午後５時 

提出は県の休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとす

る。 

６ 審査方法 

消防防災航空基地機能強化事業 PFI 等導入可能性調査業務に係る公募型プロポーザル

方式事業者選定等委員会が企画書の内容により審査する。 

７ 企画提案に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

https://www.pref.yamanashi.jp/

